
２．標識灯設置期間
１）外港地区中央防波堤

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

２）外港地区第二中央防波堤
令和２年４月１日～令和３年３月３１日

３．工事作業区域
次の各点を順次結んだ線に囲まれた海域
八太郎地区北防波堤灯台 （４０°３３′３１″N、１４１°３１′４１″E）
１）外港地区中央防波堤作業区域
（ハ） ：八太郎地区北防波堤灯台から ４７°３７′５５″方向１,００９ｍ先の位置

（ヒ） ： （ハ）から ０°００′００″方向 ２７３ｍ先の位置

（フ） ： （ヒ）から ２７０°００′００″方向 ２５０ｍ先の位置

（ヘ） ： （フ）から １８０°００′００″方向 ２７３ｍ先の位置

２）外港地区第二中央防波堤作業区域

（マ） ：八太郎地区北防波堤灯台から １１０°４７′４７″方向２,１１５ｍ先の位置

（ミ） ： （マ）から １８０°００′００″方向 ３０１ｍ先の位置

（シ） ： （ミ）から ２７０°００′００″方向 ２５０ｍ先の位置

（ケ） ： （シ）から ０°００′００″方向 ３０１ｍ先の位置

（ラ） ：八太郎地区北防波堤灯台から １１５°１４′５６″方向３,３５９ｍ先の位置

（リ） ： （ラ）から １９２°００′０９″方向 ２５０ｍ先の位置

（ル） ： （リ）から ２８２°００″０８′方向 ３００ｍ先の位置

（レ） ： （ル）から １２°００′０６″方向 ２５０ｍ先の位置

３）八太郎地区土砂処分場（市川）護岸作業区域
（ナ） ：八太郎地区北防波堤灯台から ２９４°０７′５８″方向３,４０５ｍ先の位置
（ニ） ： （ナ）から ３３２°１７′０９″方向 ８３１ｍ先の位置
（ヌ） ： （ニ）から ２４４°４０′００″方向 ３１２ｍ先の位置
（ネ） ： （ヌ）から ３３４°４０′００″方向 ５０８ｍ先の位置

※角度については、真北方向を０°とし記載している。

４．工事作業区域標識

（１）外港地区中央防波堤（北側）作業区域

設置期間：令和２年５月中旬～令和３年３月上旬

（ヒ）、（フ）の各点に灯浮標（４秒１閃光、黄色）を設置する。

（ハ）、（ヘ）には工事作業を明示する赤旗を設置する。

（２）外港地区第二中央防波堤（北側）作業区域
設置期間：令和２年５月中旬～令和３年３月上旬
下図中に示す、工事作業区域を明示する赤旗は設置しない。
ただし、工事作業区域付近の第二中央防波堤（北側）先端の東港口航路沿いには
消波ブロックの浅瀬を明示する赤旗を設置する。
また、工事作業中は、監視船を配備し、安全監視を行う。

（３）外港地区第二中央防波堤（南側）作業区域
設置期間：令和２年５月中旬～令和３年３月上旬
（ラ）、（リ）の各点に灯浮標（４秒１閃光、黄色）を設置する。

（ル）、（レ）には工事作業を明示する赤旗を設置する。

（４）八太郎地区土砂処分場（市川）護岸作業区域

設置期間：令和２年４月上旬～令和３年３月下旬
(ナ)、(ニ)、(ヌ)、(ネ)の各点に灯浮標(４秒１閃光、黄色)を設置する。

お 知 ら せ
八戸港港湾工事作業に伴う船舶航行の安全確保について

令和２年４月１日

八 戸 港 長（TEL ０１７８-３２-４６９１)
八戸港湾・空港整備事務所長（TEL ０１７８-２２-９３９５)

以下のとおり、港湾工事を実施していますので、航行する船舶は事故防止に十分注意してください。

１．工事概要
１－１ 外港地区防波堤

［中央防波堤］（北側）
工事期間 令和２年５月中旬～令和３年３月上旬
施工延長 Ｌ＝７０ｍ（上部工、消波ブロック据付）

［第二中央防波堤]（北側、南側）
工事期間 令和２年５月中旬～令和３年３月上旬
施工延長 Ｌ＝１００ｍ（上部工、消波ブロック据付）

１－２ 八太郎地区土砂処分場（市川）整備工事

［Ｂ護岸］

工事期間 令和２年４月中旬～令和３年３月下旬

施工延長 Ｌ＝３２０ｍ（基礎工）

［Ｃ護岸]

工事期間 令和２年４月上旬～令和３年３月下旬

施工延長 Ｌ＝２００ｍ（ケーソン据付、裏込石等）

［Ｄ護岸]

工事期間 令和２年４月上旬～令和３年３月下旬

施工延長 Ｌ＝３４０ｍ（基礎工、ブロック据付等）

１－３ 河原木地区航路泊地浚渫

工事期間 令和２年１０月上旬～令和３年３月上旬

浚渫面積 Ａ＝ ６１，０００ｍ２（ポンプ浚渫）

※上記については、第二管区海上保安本部海洋情報部の水路通報にて

詳細をご確認ください。

中央防波堤北灯台

中央防波堤北仮設灯台

※平成１８年４月１０日より新設

※平成１８年４月１０日より消灯
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潜堤標識
河原木地区２号埠頭の北

側には、潜堤標識として
小型灯浮標（ス）､（タ）
及び小型標識灯（４秒１閃
光、黄色）を設置しており
ます。付近を航行する船舶
は十分注意してください。

（３）第二中央防波堤（南側）作業区域
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（１）中央防波堤（北側）作業区域

（２）第二中央防波堤（北側）作業区域


